
児童養護専門部会設置要綱  

（設置）  

第１条  児童相談所における施設入所等の措置の決定及び解除

等に関する事項並びに本市の里親の認定に関する事項につい

て，詳細かつ具体的な検討を行うため，豊中市児童福祉審議

会規則（令和７年豊中市規則第１６号）第２条第１項の規定

に 基 づ き ， 豊 中 市 児 童 福 祉 審 議 会 （ 以 下 「 審 議 会 」 と い  

う。）に，児童養護専門部会（以下「部会」という。）を設

置する。  

（検討事項）  

第２条  部会は，次に掲げる事項について，調査審議するもの

とする。  

(１ ) 施設入所等の措置の決定，解除等に関すること。  

(２ ) 里親の登録等に関すること。  

（組織）  

第３条  部会は，委員５人以内で組織する。  

２  部会の委員は，審議会委員長が指名する審議会委員及び臨

時委員をもって構成する。  

（会議の非公開）  

第４条  部会の会議は，公開しない。  

（庶務）  

第５条  部会の庶務は，こども未来部はぐくみセンターこども

支援課において処理する。  

（その他）  

第６条  この要綱に定めるもののほか，部会の運営について必

要な事項は，部会長が定める。  

附  則  

この要綱は，令和７年４月１０日から施行する。  

 


